
 

第 98 号の 2様式(第 78 条の 3関係) 

 

固 定 資 産 現 所 有 者 申 告 書 

 令和○○年○○月○○日 

猪苗代町長 

 

下記のとおり固定資産の現所有者について、猪苗代町税条例第 74 条の 3の規定により申告します。 

記 

 
課税台帳上の所有者 
（共有の場合は代表者） 

氏   名 猪苗代 太郎 
死 亡 

年月日 
令和〇〇年〇〇月〇〇日  

死 亡 時 

の 住 所 
猪苗代町字城南１００番地 

   

 登 記 簿 上 の 所 有 者 
（共有の場合は代表者） 

氏   名 猪苗代 太郎           

 
 

現
所
有
者
代
表 

フ リ ガ ナ 
氏   名 

課税台帳上の所有者 

（死亡者）との続柄 
住   所   等 

 

 
ｲﾅﾜｼﾛ ｲﾁﾛｳ         

猪苗代 一郎     

 
（性別） （生年月日） 
男・女 大･昭･平･令〇〇年〇〇月〇〇日 

子 

〒９６９－３１２３ 

猪苗代町字城南１００番地 

 

（個人番号又は法人番号：          ） 

（電話番号 ０２４２－ ６２ － ○○○○ ） 

 

 
※以下の欄には、現所有者代表の方以外の相続権を有する全ての方を記載してください。 

 

代
表
以
外
の
現
所
有
者 

フ リ ガ ナ 
氏   名 

課税台帳上の所有者 

（死亡者）との続柄 
住   所   等 

ｲﾅﾜｼﾛ  ﾊﾅｺ 

猪苗代 花子 
（性別） （生年月日） 
男・女 大･昭･平･令〇〇年〇〇月〇〇日 

妻 

〒   － 

同上 
（電話番号    －    －       ） 

ｾﾞｲﾑ ｼﾞﾛｳ 

税務 二郎 
（性別） （生年月日） 
男・女 大･昭･平･令〇〇年〇〇月〇〇日 

子 

〒○○○－○○○○ 

○○県○○市○○町○○ １２３４番地 

（電話番号 ○○○ － ○○○ － ○○○○） 

 

 
（性別） （生年月日） 
男・女 大･昭･平･令  年  月  日 

 

〒   － 

 

（電話番号    －    －       ） 

 

 
（性別） （生年月日） 
男・女 大･昭･平･令  年  月  日 

 

〒   － 

 

（電話番号    －    －       ） 

 

 
（性別） （生年月日） 

男・女 大･昭･平･令  年  月  日 

 

〒   － 

 

（電話番号    －    －       ） 

   

 
相続登記の状況 
又 は 予 定 

１ 登記は完了しています（     年  月  日登記済）  

２ 登記手続きをする予定です（令和○○年○○月○○日頃までに） 
３ 登記手続きの予定はありません 

 

裏面をお読みのうえご記入ください。 

記 入 例 

１月１日の登記簿上の所有者をご記入ください 

相続登記が完了されるまでの間における現所

有者代表を相続人の中から１人決定してくだ

さい 

 

代表者以外の相続人を全員記入してください 

番号に〇を付け、年月日を記入してください 



「固定資産現所有者申告書」について 

 

１ 申告書の提出について 

（１）この申告書は、相続人であることを知った日から３か月以内に提出しなければなりませ

ん。 

（２）法定相続人以外が現所有者代表となる場合は、遺言書の写しを添付してください。 

（３）相続放棄をした場合は、相続放棄申述受理通知書の写しを添付してください。 

（４）相続人が多数いる場合は裏面を利用してください。 

 

２ 現所有者について 

（１）固定資産税は、賦課期日（１月１日）現在、登記簿に登載又は課税台帳に登録されてい

る方（以下、「台帳上の所有者」という。）に課税されます。 

（２）賦課期日前に台帳上の所有者が死亡している場合には、賦課期日現在においてその土地

又は家屋を現に所有している方が固定資産税の納税義務者となります。個人の場合、主

として相続人がこれに該当します。 

（３）共有で相続した場合や遺産分割が完了していない場合は、所有者が複数になりますので

代表者を選んでいただきます。（遺産分割が完了するまでは当該固定資産は相続人全員

の共有となり、その固定資産税は相続人全員が連帯して納税義務を負うことになりま

す。） 

 

３ 相続登記及び届出について 

（１）固定資産現所有者申告書で変更するのは、納税義務者のみになりますので、遺産分割協

議が終了しましたら、すみやかに相続登記をしてください。相続登記をされますと、新

たに登記簿に登載された所有者が納税義務者となります。 

（２）未登記家屋の所有者変更については、別途家屋異動申告書を町税務課に提出する必要が

あります。 

 

４ その他 

  相続人全員の相続放棄が完了している場合等は、下のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 

５ 提出先・お問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 〒９６９－３１２３ 

 福島県耶麻郡猪苗代町字城南１００番地 

 猪苗代町役場 税務課 賦課係 

 電話０２４２－６２－２１１３（直通） 


